
長浜バイオ大学ドーム利用料金【県内】 

令和元年 10月 1日改定 

 

 

１ 屋内グラウンド、屋外グラウンド、トレーニング室、練習室および会議室 

 

(1) 貸切り使用                                 【県内料金】 

区分 

金額 

午前 午後 夜間 
午前 8 時 30 分から
午後零時 30 分まで 

午後 1 時から午後 5
時まで 

午後 5 時 30 分から
午後 9 時 30 分まで 

屋
内
グ
ラ
ウ
ン
ド 

入場料または
これに類する
金銭（以下「入
場料等」とい
う。）を徴収し
ない場合 

幼稚園、小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校、中等
教育学校等またはこれらに
関係のある団体（以下「幼稚
園等」という。）が幼児、児
童または生徒を対象に使用
する場合 

円 円 円 

7,270 11,200 14,500 

アマチュアスポーツに使用
する場合 

14,500 22,500 29,000 

その他の催物に使用する場
合 

51,500 79,400 103,000 

入場料等を徴
収する場合 

幼稚園等が幼児、児童また
は生徒を対象に使用する場
合 

14,500 22,500 29,000 

アマチュアスポーツに使用
する場合 

29,000 45,000 58,200 

その他の催物に使用する場
合 

145,000 225,000 290,000 

屋外グラウンド 2,120 2,900 3,580 

（うち 2 時間以内の使用の場合） (1,060) (1,450) (1,790) 

練習室 3,580 5,400 7,130 

（うち 2 時間以内の使用の場合） (1,790) (2,700) (3,560) 

第 1会議室 2,900 4,250 5,040 

（うち 2 時間以内の使用の場合） (1,450) (2,120) (2,520) 

第 2会議室 2,900 4,250 5,040 

（うち 2 時間以内の使用の場合） (1,450) (2,120) (2,520) 

第 3会議室 1,450 2,120 2,370 

（うち 2 時間以内の使用の場合） (720) (1,060) (1,180) 

 

(2) 個人使用 

 

ア 屋内グラウンド                             【県内料金】 

区分 金額 
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中
等教育学校（前期課程に限る。）の幼児、児童もし
くは生徒またはこれらに準ずる者（以下「幼児等」
という。） 

円 

1人 2時間につき 260 

（障がい者） (130) 
高等学校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）
の生徒またはこれらに準ずる者（以下「生徒等」と
いう。） 

同 410 

（障がい者） (200) 

その他の者 同 580 

（障がい者） (290) 

65 歳以上の者 380 
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イ トレーニング室                             【県内料金】 

区分 
金額 

1 人 1 回につき（2 時
間以内） 

回数券 11 回券（1 回
2 時間以内） 

1 人 1 月につき 

幼児等 円 円 円 

260 2,600 1,820 

（障がい者） (130) (1,300) (910) 
生徒等 410 4,100 2,870 

（障がい者） (200) (2,000) (1,400) 

その他の者 580 5,800 4,060 

（障がい者） (290) (2,900) (2,030) 

65 歳以上の者 380 3,800 2,660 

 
注 

１ 県外居住者については、この表に定める額の 5割に相当する額を加算した額となります。 

２ 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象と
して学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の 5割に相当する額（10円
未満の端数が生じた場合は、10円未満を切捨てとする。）となります。 

３ 貸切り使用における使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合（この表に定める使用時
間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。）は、午前 8時 30分以前の場合は午前、午後
零時 30分から午後 1時までの場合は午後、午後 5時から午後 5時 30分までおよび午後 9時 30
分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額（100
円未満の端数が生じたときは、これを 100円とします。）を加算した額となります。 
この場合において、超過時間に 1時間未満の端数があるときは、これを 1時間とします。 

４ 土曜日、日曜日または休日におけるその他の催物に使用する場合の屋内グラウンドの貸切り使
用については、この表に定める額の 5割に相当する額を加算した額となります。 

５ 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的をもって催物を
行うときは、入場料等を徴収する場合とみなします。 

６ 屋内グラウンドの一部を貸切り使用する場合（入場料等を徴収しない場合に限る。）は、この表
に定める額を面積割計算によって算出した額（100円未満の端数が生じたときは、これを 100円
とします。）となります。 

７ 屋内グラウンドを 1時間単位で貸切り使用する場合（入場料等を徴収しない場合に限る。）は、
この表に定める額を時間割計算によって算出した額（100円未満の端数が生じたときは、これを
100円とします。）となります。この場合において、使用時間に 1時間未満の端数があるときは、
これを 1時間とします。 

８ 準備または後始末のために屋内グラウンドを貸切り使用する場合は、この表に定める額の 5割
に相当する額（10円未満の端数が生じた場合は、10円未満を切捨てとします。）となります。 

９ 屋内グラウンドの貸切り使用に付随して屋外グラウンド、練習室または会議室を使用する場合
は、この表に定める額の 5 割に総合する額（10 円未満の端数が生じた場合は、10 円未満を切捨
てとする。）となります。 

10 屋外グラウンドの 2 分の 1 を使用する場合はこの表に定める額の 5 割に相当する額となりま
す。（10円未満の端数が生じた場合は、10円未満を切捨てとします。） 
また、屋外グラウンドの 2分の 1をこの表の区分の 2時間以内を使用する場合は、この表に定

める額の 2.5 割に相当する額（10 円未満の端数が生じた場合は、10 円未満を切捨てとします。）
となります。 

11 長浜ドームの業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額となり
ます。 

12 この表にある、「障がい者」「65歳以上の者」は県内に居住する者に限ります。 
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２ 付帯設備 

【県内・県外同一料金】 

区分 単位 
金額 

(円) 
備考 

照 
 

明 
 

設 
 

備 

屋内グラウンド照明設備 

（貸切り使用の場合に限る。） 

1時間  
屋内グラウンドの一部

を使用する場合にあ

っては、それぞれの金

額を面積割計算によ

って算出した額（100

円未満の端数が生じ

たときは、これを 100

円とします。）となりま

す。 

全点灯 4,390 

(1時間超 30分以内） 2,190 

1/2点灯 2,190 

(1時間超 30分以内） 1,090 

1/4点灯 1,100 

(1時間超 30分以内） 550 

屋外グラウンド照明設備 

1時間 
 屋外グラウンドの 2 分

の 1 面を使用する場
合は、それぞれの金
額を面積割計算によ
って算出した額（10円
未満の端数が生じた
ときは、これを切捨て
とします。）となります。 

全点灯 2,040 

1/2点灯 1,020 

スポット照明設備 1台 1回 2,170  

電光表示装置 1時間 1,020  

ソフトボール用照明設備 1時間 100  

電源 1000W（持込器具） 1回 210  

音 

響 

設 

備 

放送室一式（マイク 1本付） 1式 1回 3,260  

放送設備[移動式]（マイク 1本付） 1式 1回 2,170  

マイクロホン 1本 1回 870  

ワイヤレスマイク 1本 1回 1,200  

録音料（テープ別） 1時間 210  

電源 1000W（持込器具） 1回 210  

そ 

の 

他 

屋外テニス用具 2時間 1式 650 2 時間 1 式を 1 回と
し、10回利用で次の2
時間 1式が無料となり
ます。 

運動会用具一式 1式 1回 1,030  

ハンドマイク 1本 1回 430  

 

注 

１ 表中の「1回」とは、午前、午後、夜間のそれぞれをいいます。 

２ 屋内グラウンド照明設備の 1時間超 30分以内の使用は、全面貸切り使用に限ります。 

  

- 3 - 



 

 

 

 

長浜バイオ大学ドーム 

利 用 料 金 

【県内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年（2019 年）10 月 1 日改定 

 

 


